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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していない。

３ 提出会社の経営指標等で、「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株式調
整後１株当たり中間（当期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略してい
る。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計
基準適用指針第８号）を適用している。 

回次 第111期中 第112期中 第113期中 第111期 第112期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

(1）連結経営指標等             

売上高 (百万円) 41,110 44,552 48,660 84,410 92,380 

経常利益 (百万円) 3,193 4,109 3,976 6,538 8,686 

中間（当期）純利益 (百万円) 1,598 2,130 1,998 3,499 4,750 

純資産額 (百万円) 61,308 72,120 76,126 64,504 74,899 

総資産額 (百万円) 103,468 108,114 113,192 107,932 113,873 

１株当たり純資産額 (円) 603.26 641.60 679.95 638.71 668.94 

１株当たり中間（当期）純

利益 
(円) 15.64 21.13 19.82 33.32 47.12 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 59.3 59.8 60.6 59.8 59.2 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) 3,064 1,140 1,959 6,758 5,329 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △1,374 △1,314 △5,081 △3,793 △3,574 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(百万円) △3,019 △1,826 △752 △3,929 △1,787 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
(百万円) 9,974 8,350 6,477 10,348 10,335 

従業員数 

［外、平均臨時雇用人員］ 
(名) 

1,388 

[191] 

1,390 

[179] 

1,429 

[206] 

1,370 

[182] 

1,382 

[205] 

(2）提出会社の経営指標等             

売上高 (百万円) 20,177 24,076 26,448 42,220 50,082 

経常利益 (百万円) 1,632 2,633 2,470 3,655 5,646 

中間（当期）純利益 (百万円) 1,025 1,624 1,514 2,257 3,405 

資本金 (百万円) 21,838 21,838 21,838 21,838 21,838 

発行済株式総数 (千株) 104,939 104,939 104,939 104,939 104,939 

純資産額 (百万円) 50,185 52,414 54,959 52,669 54,322 

総資産額 (百万円) 70,901 74,703 80,983 74,083 78,520 

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 6.00 8.00 

自己資本比率 (％) 70.8 70.2 67.9 71.1 69.2 

従業員数 

［外、平均臨時雇用人員］ 
(名) 

717 

[70] 

734 

[78] 

752 

[85] 

707 

[71] 

719 

[90] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な関係会社

に異動はない。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数（当グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当グループへの出向者

を含む。）であり、臨時従業員数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載している。 

なお、臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含んでいる。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従

業員数は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。 

なお、臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含んでいる。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はない。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

化学品事業 1,356 ［191］ 

その他事業 36 ［ 12］ 

全社（共通） 37 ［  3］ 

合計 1,429 ［206］ 

  平成19年９月30日現在

従業員数（名）       752  ［ 85］ 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、石油・化学製品、非鉄金属などの素材価格や原油価格の上昇が続い

たが、良好な企業業績を背景に設備投資が増加し、雇用・所得環境の改善に伴い個人消費が持ち直すなど、景気は

総じて好調に推移した。 

 このような状況のもと、当グループにおいては、デジタル機器関連業界の好調に加え、積極的な営業活動を行っ

た結果、当中間連結会計期間の売上高は48,660百万円と前中間連結会計期間に比べ4,108百万円(9.2％)の増収とな

った。しかし、損益面においては、経営全般にわたる合理化や諸経費の削減を含むコストダウンに取り組んだもの

の、原燃料価格の上昇を吸収することが難しく、また、税制改正に伴う減価償却費負担増の影響もあり、営業利益

は4,184百万円と前中間連結会計期間に比べ16百万円(0.4％)の増益、経常利益は3,976百万円と前中間連結会計期

間に比べ132百万円（3.2％)の減益、中間純利益は1,998百万円と前中間連結会計期間に比べ132百万円（6.2％)の

減益となった。 

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりである。 

  売上高の90%超を占める化学品事業は、電子機器向けを中心に全般的に堅調に推移し、売上高は47,968百万円と

前中間連結会計期間に比べ4,010百万円（9.1％)の増収、営業利益は4,979百万円と前中間連結会計期間に比べ122

百万円（2.5％)の増益となった。 

  また、その他事業は、積極的な営業活動を展開した結果、売上高は691百万円と前中間連結会計期間に比べ97百

万円（16.4％)の増収となったが、公共投資の低迷や他社との競争激化の影響等により、営業損失は78百万円と前

中間連結会計期間に比べ39百万円（101.4％)の減益となった。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローに関しては、以下のとおりである。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは1,959百万円と前中間連結会計期間に比べ

818百万円増加した。これは、主として仕入債務が減少したものの、それを上回る売上債権が減少したことによ

るものである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは△5,081百万円と前中間連結会計期間に比

べ3,766百万円減少した。これは、主として有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出及

び定期預金の預入れによる支出が増加したことによるものである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは△752百万円と前中間連結会計期間に比べ

1,073百万円増加した。これは、主として短期借入金が増加したことによるものである。 

以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,857百万円減

少し、6,477百万円となった。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１ 金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去している。 

２ セグメント別の生産高を正確に把握することは困難なため、概算値で表示している。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

(2）受注状況 

 当グループの主要製品については、主に見込み生産を行っている。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１ セグメント間の取引については相殺消去している。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、いずれの相手先についても当該割

合が100分の10未満のため記載を省略している。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに発生したものはな

い。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

化学品事業 28,671 8.7 

その他事業 464 61.5 

合計 29,136 9.3 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

化学品事業 47,968 9.1 

その他事業 691 16.4 

合計 48,660 9.2 



５【研究開発活動】 

当グループの研究開発活動については、提出会社の中央研究所、堺商品開発研究所、小名浜商品開発研究所及び医

薬研究所の４研究所を中心に長年培ってきた独自技術を生かし、事業戦略上急務となっている開発課題と、長期的成

果を目指す基礎的研究課題に取り組んでいる。連結子会社においても、自社製品の品質向上あるいは新製品開発のた

めの研究を各々の部門において行っている。 

 当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費用は、1,364百万円である。 

事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりである。 

(化学品事業) 

(1) 機能性無機材料・ナノ材料 

中央研究所では、当社が得意とする粉体プロセシング技術を核に、高結晶性超微粒子、二次電池・燃料電池材

料、ディスプレイデバイス周辺材料等々の開発に取り組み、パイロットスケールでその商品価値を確認の後、順

次事業部へ技術移管している。最近の成果としては、ＰＤＰ向けBa-Al-Mg系蛍光体の製造を、パイロット工場か

ら事業部の生産部門に移管し、本格的な販売を開始したこと、同じく150～200nmの微細誘電体材料の量産技術を

確立し、販売を開始したこと等を挙げることができる。また、長期的観点から、酸化物単結晶の研究にも取組ん

でいる。 

 小名浜商品開発研究所では、酸化チタン・酸化亜鉛及びバリウム化合物の機能性をより高めた商品の開発及び

製造プロセス技術の開発を行っている。また、ナノ材料についても技術改良グレードの開発に取り組んでいる。

(2) 触媒 

堺商品開発研究所では、注力すべき分野を環境・エネルギー・化学プロセスとし、触媒事業の拡大を図るべく

開発に取り組んでいる。 

 特に環境用途では脱臭触媒、揮発性有機物（ＶＯＣ）除去触媒の開発及びディーゼルエンジン排ガス用途触媒

の開発、また、エネルギー用途では燃料電池用触媒の開発に注力している中で、化学プロセス用途向に新たな展

開を図ろうと新触媒の開発に注力している。 

(3) 有機化成品 

中央研究所で、イオウ、リンを含むヘテロ有機化合物合成技術をベースとして、光学材料、電子材料、医薬中

間体等の有機化成品材料の開発に取り組んでいる。 

(4) 医薬品 

医薬研究所では、高濃度化指向にある硫酸バリウムⅩ線造影剤の、市場ニーズに対応した粉末製剤ラインアッ

プを目指し、引き続き研究・開発に取り組んでいる。ＯＴＣ分野においては、「解熱鎮痛剤」や「胃腸薬」等の

新製品を開発中である。 

 下肢静脈瘤硬化剤「ポリドカスクレロール」は、昨年、承認を取得し、ゼリア新薬工業株式会社から発売し

た。 

 また、共成製薬株式会社では、株式会社カイゲンと共同で消化性潰瘍治療剤「アルロイドＧ」の適応拡大を目

指した開発を実施中である。 

(5) 機能性インキ・各種分散体 

レジノカラー工業株式会社では創業以来培ってきた顔料の分散技術を応用して、新規フィラーの分散に取り組

んでいる。特に電子機器や静電防止材料としての導電性インキやエレクトロニクス部品、自動車等の分野で使用

される接着剤等の機能性インキの開発を行っている。また、各種樹脂、エラストマー等に機能性を付加するマス

ターバッチや家庭用食品包装資材、入浴剤・化粧品用分散体等の開発にも取り組んでいる。 

(6) 樹脂添加剤・接着剤 

共同薬品株式会社では、塩ビ用安定剤、非塩ビ添加剤に次ぐ製品に成長させるべくＦＰＣ用接着剤の開発を行

っている。また、同社の固有技術である顆粒化技術、流動性改良技術を活かしたＰＢＴ樹脂用難燃助剤の開発に

成功し、この製品が属する難燃樹脂用添加剤分野は市場規模も極めて大きいことから、さらなる新製品の研究に

努力している。 

以上のほかに 

(7) 内視鏡洗浄・消毒器、注腸用機器等の医療機器の開発 

(8) 栄養機能食品、特定保健用食品の開発 

(9) 道路標示材の開発 

(10) その他無機・有機化成品の新製品の開発 

等のテーマに取り組んでいる。なお、化学品事業に係る研究開発費用は 1,364百万円である。 

(その他事業) 

特記すべき事項はない。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項なし。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項なし。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 400,000,000 

計 400,000,000 

種類 

中間会計期間末 

現在発行数（株） 

（平成19年９月30日） 

提出日現在 

発行数（株） 

（平成19年12月18日） 

上場金融商品取引所名又は登

録認可金融商品取引業協会名 
内容 

普通株式 104,939,559 104,939,559 

東京証券取引所 
（市場第一部） 

大阪証券取引所 
（市場第一部） 

― 

計 104,939,559 104,939,559 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高
（株） 

資本金増減額 
  

（百万円） 

資本金残高 
  

（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日 

― 104,939,559 ― 21,838 ― 16,311 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資産管理サービス

信託銀行株式会社の所有株式数は、それぞれ全て信託業務に係る株式である。 

２ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は524千株である。 

３ 三菱マテリアル株式会社は、上記8,216千株のほか、信託分3,000千株(上記の日本マスタートラスト信託銀

行株式会社に含まれる)の議決権株を所有しているため、主要株主である。 

４ 当社は自己株式4,138千株(3.94%)を保有しているが、上記大株主から除外した。 

５ ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者から平成19年８月28日付で提出された

株券等の大量保有に関する変更報告書により、同年８月23日付でそれぞれ以下のとおり株式を保有している

旨の報告を受けているが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないた

め、上記大株主の状況には含めていない。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 9,560 9.11 

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 8,258 7.87 

三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 8,216 7.83 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
(常任代理人 日本マスタートラスト
信託銀行株式会社) 

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 
（東京都港区浜松町２丁目11番３号） 
  

5,478 5.22 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 5,025 4.79 

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番12号 3,983 3.80 

株式会社みずほコーポレート銀行 
(常任代理人 資産管理サービス信託
銀行株式会社) 

東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 
(東京都中央区晴海１丁目８番12号) 
  

3,416 3.26 

エイチエスビーシーファンドサービ
シィズ アカウント006ジェイエフ  
(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 

LEVEL13,１QUEEN'S ROAD CENTRAL, 
HONG KONG 
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 

3,000 2.86 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 2,920 2.78 

ステートストリートバンクアンドト
ラストカンパニー505019 
(常任代理人 みずほコーポレート銀
行兜町証券決済業務室) 

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O.BOX 5
18 IFSC DUBLIN,IRELAND 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 
  

2,255 2.15 

計 ― 52,114 49.66 

  

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 
株券等保有割合 

(％) 

ＪＰモルガン・アセット・マネジ
メント株式会社 

東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 
東京ビルディング 

9,820,000 9.36 

ジェー・ピー・モルガン・アセッ
ト・マネジメント(ユーケー)リミ
テッド 

英国 EC2Y 5AJ ロンドン、ロンドン・
ウォール125 

347,000 0.33 

ジェー・エフ・アセット・マネジ
メント(タイワン)リミテッド 

中華民国、台湾、台北、セクション
２、ツン・フワ・エス・ロード65、17
階  

327,000 0.31 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株（議決権５個）含

まれている。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 株価は、大阪証券取引所第一部におけるものである。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式  4,138,000 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 100,516,000 100,516 ― 

単元未満株式 普通株式   285,559 ― 一単元（1,000株）未満の株式 

発行済株式総数 104,939,559 ― ― 

総株主の議決権 ― 100,516 ― 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％） 

（自己保有株式） 

堺化学工業株式会社 

堺市堺区戎之町西１
丁１番23号 

4,138,000 ― 4,138,000 3.94 

計 ― 4,138,000 ― 4,138,000 3.94 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 900 897 942 998 949 780 

低（円） 813 794 855 900 675 665 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成している。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いては、ナニワ監査法人により中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間

連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表については、大阪監査法人による中間監査を受けている。  

 なお、ナニワ監査法人は、平成19年７月１日付をもって有恒監査法人と合併し、名称を大阪監査法人に変更してい

る。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     8,360 7,197   10,345 

２ 受取手形及び売掛金 ※６   30,748 32,343   32,388 

３ たな卸資産     12,050 13,153   12,821 

４ その他     1,336 1,422   1,355 

５ 貸倒引当金     △141 △130   △142 

流動資産合計     52,354 48.4 53,987 47.7   56,767 49.9

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1）建物及び構築物   29,635   30,021 29,827   

減価償却累計額   △19,329 10,305 △19,773 10,248 △19,734 10,093 

(2）機械装置及び運搬
具 

  59,584   61,273 59,941   

減価償却累計額   △50,830 8,754 △52,494 8,779 △51,597 8,344 

(3）土地     16,728 17,259   16,689 

(4）その他   5,215   6,898 6,759   

減価償却累計額   △3,768 1,446 △3,895 3,002 △3,814 2,944 

有形固定資産合計     37,235 39,291   38,072 

２ 無形固定資産     115 99   101 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   12,883   14,356 13,522   

(2）その他   5,668   5,564 5,540   

(3）貸倒引当金   △142 18,408 △106 19,814 △130 18,932 

固定資産合計     55,759 51.6 59,205 52.3   57,106 50.1

資産合計     108,114 100.0 113,192 100.0   113,873 100.0

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛金 ※６   10,552 10,898   12,035 

２ 短期借入金 ※１   9,524 9,088   8,540 

３ 賞与引当金     1,204 1,250   1,209 

４ その他の引当金 ※４   135 119   201 

５ その他     6,519 7,095   7,802 

流動負債合計     27,935 25.8 28,451 25.1   29,789 26.2

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※１   1,156 1,768   2,185 

２ 退職給付引当金     5,213 5,094   5,146 

３ その他の引当金 ※５   778 756   856 

４ その他     908 995   996 

固定負債合計     8,057 7.5 8,614 7.6   9,185 8.0

負債合計     35,993 33.3 37,066 32.7   38,974 34.2

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     21,838 20.2 21,838 19.3   21,838 19.2

２ 資本剰余金     19,311 17.9 19,311 17.1   19,311 17.0

３ 利益剰余金     21,043 19.5 24,855 22.0   23,663 20.7

４ 自己株式     △1,791 △1.7 △1,805 △1.6   △1,796 △1.6

株主資本合計     60,402 55.9 64,200 56.8   63,017 55.3

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価
差額金 

    4,293 4.0 4,331 3.8   4,421 3.9

２ 繰延ヘッジ損益     0 0.0 0 0.0   0 0.0

３ 為替換算調整勘定     △11 △0.0 7 0.0   △1 △0.0

評価・換算差額等合計     4,282 4.0 4,339 3.8   4,419 3.9

Ⅲ 少数株主持分     7,435 6.8 7,587 6.7   7,462 6.6

純資産合計     72,120 66.7 76,126 67.3   74,899 65.8

負債純資産合計     108,114 100.0 113,192 100.0   113,873 100.0

           



②【中間連結損益計算書】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比

（％）
金額（百万円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高     44,552 100.0   48,660 100.0   92,380 100.0 

Ⅱ 売上原価     33,199 74.5   37,225 76.5   69,013 74.7 

売上総利益     11,352 25.5   11,435 23.5   23,367 25.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   7,185 16.1   7,251 14.9   14,505 15.7 

営業利益     4,167 9.4   4,184 8.6   8,862 9.6 

Ⅳ 営業外収益                     

１ 受取利息   14     15     31     

２ 受取配当金   95     113     147     

３ 負ののれんの償却額   ―     30     ―     

４ 賃貸料収入   52     24     81     

５ その他   47 209 0.5 35 220 0.5 341 601 0.7 

Ⅴ 営業外費用                     

１ 支払利息   69     84     151     

２ たな卸資産廃棄損   54     40     109     

３ たな卸資産評価損   52     186     63     

４ 損害賠償金   30     ―     ―     

５ その他   60 267 0.7 115 427 0.9 451 776 0.9 

経常利益     4,109 9.2   3,976 8.2   8,686 9.4 

Ⅵ 特別利益                     

１ 貸倒引当金戻入益   ―     10     ―     

２ 過年度会員権評価損
修正益 

  ―     10     ―     

３ 会員権売却益   ― ― ― 2 23 0.0 ― ― ― 

Ⅶ 特別損失                     

１ 有形固定資産廃棄損   59     82     193     

２ その他 ※２ ― 59 0.1 2 84 0.2 36 230 0.2 

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    4,050 9.1   3,916 8.0   8,456 9.2 

法人税、住民税及び
事業税 

  1,694     1,673     3,380     

法人税等調整額   ― 1,694 3.8 ― 1,673 3.4 △53 3,327 3.7 

少数株主利益     225 0.5   244 0.5   378 0.4 

中間（当期）純利益     2,130 4.8   1,998 4.1   4,750 5.1 

                      



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 21,838 19,311 19,625 △1,788 58,987 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注） ― ― △604 ― △604 

役員賞与金（注） ― ― △108 ― △108 

中間純利益 ― ― 2,130 ― 2,130 

自己株式の取得 ― ― ― △3 △3 

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額） 

― ― ― ― ― 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

― ― 1,417 △3 1,414 

平成18年９月30日残高（百万円） 21,838 19,311 21,043 △1,791 60,402 

  

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

繰延ヘッジ損
益 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 5,526 ― △8 5,517 7,444 71,949 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― △604 

役員賞与金（注） ― ― ― ― ― △108 

中間純利益 ― ― ― ― ― 2,130 

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △3 

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額） 

△1,232 0 △2 △1,234 △8 △1,242 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△1,232 0 △2 △1,234 △8 171 

平成18年９月30日残高（百万円） 4,293 0 △11 4,282 7,435 72,120 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高（百万円） 21,838 19,311 23,663 △1,796 63,017

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当 ― ― △806 ― △806

中間純利益 ― ― 1,998 ― 1,998

自己株式の取得 ― ― ― △9 △9

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額） 

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

― ― 1,191 △9 1,182

平成19年９月30日残高（百万円） 21,838 19,311 24,855 △1,805 64,200

  

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

繰延ヘッジ損
益 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差
額等合計 

平成19年３月31日残高（百万円） 4,421 0 △1 4,419 7,462 74,899

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △806

中間純利益 ― ― ― ― ― 1,998

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △9

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額） 

△89 △0 9 △80 124 44

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△89 △0 9 △80 124 1,227

平成19年９月30日残高（百万円） 4,331 0 7 4,339 7,587 76,126



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 21,838 19,311 19,625 △1,788 58,987

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注） ― ― △604 ― △604

役員賞与金（注） ― ― △108 ― △108

当期純利益 ― ― 4,750 ― 4,750

自己株式の取得 ― ― ― △7 △7

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額） 

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計（百万
円） 

― ― 4,037 △7 4,029

平成19年３月31日残高（百万円） 21,838 19,311 23,663 △1,796 63,017

  

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

繰延ヘッジ損
益 

為替換算調整
勘定 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 5,526 ― △8 5,517 7,444 71,949

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― △604

役員賞与金（注） ― ― ― ― ― △108

当期純利益 ― ― ― ― ― 4,750

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △7

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額） 

△1,104 0 7 △1,097 18 △1,079

連結会計年度中の変動額合計（百万
円） 

△1,104 0 7 △1,097 18 2,950

平成19年３月31日残高（百万円） 4,421 0 △1 4,419 7,462 74,899



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約キャ
ッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１ 税金等調整前中間（当期）純利益   4,050 3,916 8,456 

２ 減価償却費   1,489 1,756 3,210 

３ のれん償却額   △1 △30 △38 

４ 貸倒引当金の増加（△減少）額   19 △36 9 

５ 賞与引当金の増加（△減少）額   57 41 62 

６ 退職給付引当金の増加（△減少）額   △60 △51 △127 

７ 受取利息及び受取配当金   △110 △129 △178 

８ 支払利息   69 84 151 

９ 売上債権の減少（△増加）額   △2,616 116 △4,248 

10 たな卸資産の減少（△増加）額   △697 △311 △1,449 

11 仕入債務の増加（△減少）額   557 △1,164 2,012 

12 役員賞与の支払額   △131 ― △131 

13 その他   △31 △74 440 

小計   2,594 4,116 8,169 

14 利息及び配当金の受取額   109 129 178 

15 利息の支払額   △69 △86 △146 

16 法人税等の支払額   △1,493 △2,199 △2,871 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,140 1,959 5,329 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

１ 定期預金の預入による支出   ― △710 ― 

２ 有形固定資産の取得による支出   △1,137 △3,352 △2,838 

３ 有形固定資産の売却による収入   0 0 20 

４ 無形固定資産の取得による支出   △27 △8 △75 

５ 連結子会社株式の追加取得による支出   △27 △8 △32 

６ 投資有価証券の取得による支出   △154 △1,027 △603 

７ 投資有価証券の売却による収入   ― 16 15 

８ 貸付金の貸付による支出   ― △30 △17 

９ 貸付金の回収による収入   26 37 40 

10 その他   4 1 △83 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,314 △5,081 △3,574 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

１ 短期借入金の純増加（△純減少）額   △270 830 △1,585 

２ 長期借入れによる収入   ― ― 1,852 

３ 長期借入金の返済による支出   △877 △699 △1,369 

４ 自己株式の取得による支出   △3 △9 △7 

５ 配当金の支払額   △605 △803 △606 

６ 少数株主への配当金の支払額   △70 △70 △71 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,826 △752 △1,787 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   0 16 18 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額   △1,998 △3,857 △13 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   10,348 10,335 10,348 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高 

※１ 8,350 6,477 10,335 

          



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 13社 

（主要な連結子会社名） 

㈱カイゲン、堺商事㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 13社 

（主要な連結子会社名） 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数 13社 

連結子会社名は「第１ 企業の
概況 ３ 事業の内容」に記載
しているため、省略している。 

(2）非連結子会社の数 ９社 

（主要な非連結子会社名） 

なし 

(2）非連結子会社の数 ９社 

（主要な非連結子会社名） 

同左 

(2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社名は「第１ 企業
の概況 ３ 事業の内容」に記
載しているため、省略してい
る。 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は総資産、売上
高、中間純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等のいずれも少
額であり、中間連結財務諸表
に重要な影響を及ぼしていな
いためである。 

（連結の範囲から除いた理由）

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は総資産、売上
高、当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等のいずれも少
額であり、連結財務諸表に重
要な影響を及ぼしていないた
めである。 

２ 持分法の適用に関する事項 

すべての非連結子会社及び関連会
社は、それぞれ中間連結純損益及
び連結利益剰余金等に及ぼす影響
は軽微であり、全体として中間連
結財務諸表に重要な影響を及ぼし
ていないため、持分法は適用して
いない。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

すべての非連結子会社及び関連会
社は、それぞれ連結純損益及び連
結利益剰余金等に及ぼす影響は軽
微であり、全体として連結財務諸
表に重要な影響を及ぼしていない
ため、持分法は適用していない。 

なお、非連結子会社名及び関連会
社名は、「第１ 企業の概況 ３
事業の内容」に記載しているた
め、省略している。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関す
る事項 

連結子会社のうち、中間決算日が
中間連結決算日（９月30日）と異
なる子会社は次のとおりである。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関す
る事項 

同左 

３ 連結子会社の決算日等に関する事
項 

連結子会社のうち、決算日が連結
決算日（３月31日）と異なる子会
社は次のとおりである。 

会社名   中間決算日 

SAKAI TRADING 
NEW YORK INC. 

 
６月30日 

SAKAI AUSTRALIA 
PTY LTD. 

 
６月30日 

SAKAI TRADING 
EUROPE GmbH 

 
６月30日 

  会社名   決算日 

SAKAI TRADING 
NEW YORK INC. 

  
12月31日 

SAKAI AUSTRALIA 
PTY LTD. 

  
12月31日 

SAKAI TRADING 
EUROPE GmbH 

  
12月31日 

中間連結財務諸表作成に当たって
は、個々の中間決算日現在の中間
財務諸表を使用し、中間連結決算
日との間に生じた重要な取引につ
いては、連結上必要な調整を行っ
ている。 

同左 連結財務諸表作成に当たっては、
個々の決算日現在の財務諸表を使
用し、連結決算日との間に生じた
重要な取引については、連結上必
要な調整を行っている。  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価
方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 
…中間決算日の市場価格等
に基づく時価法（評価差
額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は
主として総平均法により
算定している。） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価
方法 

① 有価証券 

同左 

  
  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価
方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 
…決算期末日の市場価格等
に基づく時価法（評価差
額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は
主として総平均法により
算定している。） 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

時価のないもの 
…主として総平均法による
原価法 

  
  

時価のないもの 
…主として総平均法による
原価法 

② たな卸資産 

主として総平均法による低価
法 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却
の方法 

① 有形固定資産 

主として定率法によってい
る。ただし、平成10年４月１
日以降取得した建物（建物附
属設備を除く）については、
定額法によっている。 

なお、主な耐用年数は以下の
とおりである。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却
の方法 

① 有形固定資産 

主として定率法によってい
る。ただし、平成10年４月１
日以降取得した建物（建物附
属設備を除く）については、
定額法によっている。 

なお、主な耐用年数は以下の
とおりである。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却
の方法 

① 有形固定資産 

主として定率法によってい
る。ただし、平成10年４月１
日以降取得した建物（建物附
属設備を除く）については、
定額法によっている。 

なお、主な耐用年数は以下の
とおりである。 

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び 
運搬具 

２～17年

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び 
運搬具 

２～17年

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び 
運搬具 

２～17年

  

  

（追加情報） 

法人税法改正に伴い、平成19
年3月31日以前に取得した資
産については、改正前の法人
税法に基づく減価償却の方法
の適用により取得価額の５％
に到達した連結会計年度の翌
連結会計年度より、取得価額
の５％相当額と備忘価額との
差額を５年間にわたり均等償
却し、減価償却費に含めて計
上している。 
これにより前中間連結会計期
間と同一の基準を適用した場
合に比べて、売上原価が 
137百万円、販売費及び一般
管理費が17百万円増加し、営
業利益、経常利益及び税金等
調整前中間純利益がそれぞれ
155百万円減少している。 

  

  

② 無形固定資産 

定額法によっている。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備
えるため、一般債権について
は貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上し
ている。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与
の支出に充てるため、支給見
込額に基づき計上している。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

③ 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備
えるため、当連結会計年度末
における支給見込額に基づ
き、当中間連結会計期間末に
おいて発生していると認めら
れる額を計上している。 

③ 役員賞与引当金 

同左 

③ 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備
えるため、当連結会計年度末
における支給見込額に基づき
計上している。 

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、当中間連
結会計期間末において発生し
ていると認められる額を計上
している。 

数理計算上の差異は、各連結
会計年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（５年）による
定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌連結会計年度
から費用処理することとして
いる。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき計上してい
る。 

数理計算上の差異は、各連結
会計年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（５年）による
定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌連結会計年度
から費用処理することとして
いる。 

――― 

  

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備
えて、内規に基づく中間連結
会計期間末要支給額を計上し
ている。 

――― 

  

(4）重要な外貨建の資産または負債
の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は中間連結
決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益と
して処理している。なお、在外
子会社等の資産、負債、収益及
び費用は、中間決算日の直物為
替相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為
替換算調整勘定及び少数株主持
分に含めて計上している。 

(4）重要な外貨建の資産または負債
の本邦通貨への換算基準 

同左 

(4）重要な外貨建の資産または負債
の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決
算日の直物為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益とし
て処理している。なお、在外子
会社等の資産、負債、収益及び
費用は、決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における為替換算
調整勘定及び少数株主持分に含
めて計上している。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の
ファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっ
ている。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用してい
る。 

なお、為替予約については振
当処理の要件を満たしている
場合は振当処理を、金利スワ
ップについては特例処理の要
件を満たしている場合は特例
処理を採用している。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ ヘッジ手段 
…為替予約 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象 
…輸出取引による外貨建売
上債権、輸入取引による
外貨建仕入債務等及び外
貨建予定取引 

    

ｂ ヘッジ手段 
…金利スワップ 

    

ヘッジ対象 
…変動金利借入金 

    

 



前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

③ ヘッジ方針 

ヘッジ対象に係る為替変動リ
スクは外貨建債権債務の残高
の範囲内でヘッジしており、
金利変動リスクは変動金利借
入金の一部について、ヘッジ
している。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性の評価方法 

為替予約は、予約締結時にリ
スク管理方針に従って、外貨
建による同一金額で同一期日
の為替予約をそれぞれの外貨
建債権債務に振当てているた
め、その後の為替相場の変動
による相関関係は完全に確保
されているので、当中間連結
会計期間末における有効性の
評価を省略している。 

金利スワップは、契約締結時
にリスク管理方針に従って、
同一金額で同一期日の金利ス
ワップをそれぞれの変動金利
借入金に振当てているため、
その後の市場金利の変動によ
る相関関係は完全に確保され
ているので、当中間連結会計
期間末における有効性の評価
を省略している。 

④ ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

④ ヘッジ有効性の評価方法 

為替予約は、予約締結時にリ
スク管理方針に従って、外貨
建による同一金額で同一期日
の為替予約をそれぞれの外貨
建債権債務に振当てているた
め、その後の為替相場の変動
による相関関係は完全に確保
されているので、当連結会計
年度末における有効性の評価
を省略している。 

金利スワップは、契約締結時
にリスク管理方針に従って、
同一金額で同一期日の金利ス
ワップをそれぞれの変動金利
借入金に振当てているため、
その後の市場金利の変動によ
る相関関係は完全に確保され
ているので、当連結会計年度
末における有効性の評価を省
略している。 

(7）その他中間連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計
処理は税抜方式によってい
る。 

(7）その他中間連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、か
つ、価値の変動について僅少なリ
スクしか負わない取得日から３ヶ
月以内に償還期限の到来する短期
投資からなっている。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書に
おける資金の範囲 

同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（役員賞与引当金に関する会計基準） 
「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成17年11
月29日）が会社法施行日（平成18年
５月１日）以後終了する連結会計年
度の中間連結会計期間から適用され
ることに伴い、当中間連結会計期間
より当該会計基準を適用している。 
これにより前連結会計年度と同一

の基準を適用した場合に比べて、販
売費及び一般管理費が73百万円増加
し、営業利益、経常利益及び税金等
調整前中間純利益がそれぞれ同額減
少している。 
なお、セグメント情報に与える影

響は、セグメント情報の注記に記載
している。 

（重要な減価償却資産の減価償却の方
法） 

法人税法の改正に伴い、当中間連
結会計期間より、平成19年４月１日
以降に取得した有形固定資産につい
て、改正後の法人税法に基づく減価
償却の方法に変更している。 
これにより前中間連結会計期間と

同一の基準を適用した場合に比べ
て、売上原価が35百万円、販売費及
び一般管理費が4百万円増加し、営
業利益、経常利益及び税金等調整前
中間純利益がそれぞれ40百万円減少
している。 
なお、セグメント情報に与える影

響は、セグメント情報の注記に記載
している。 

（役員賞与引当金に関する会計基準）
「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成17年11
月29日）が会社法施行日（平成18年
５月１日）以後終了する連結会計年
度から適用されることに伴い、当連
結会計年度より当該会計基準を適用
している。 
これにより前連結会計年度と同一

の基準を適用した場合に比べて、販
売費及び一般管理費が139百万円増
加し、営業利益、経常利益及び税金
等調整前当期純利益がそれぞれ同額
減少している。 
なお、セグメント情報に与える影

響は、セグメント情報の注記に記載
している。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 

「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準」（企業会計基準
第５号 平成17年12月９日）及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」（企
業会計基準適用指針第８号 平成17
年12月９日）が会社法施行日（平成
18年５月１日）以後終了する中間連
結会計期間に係る中間連結財務諸表
から適用されることに伴い、当中間
連結会計期間より当該会計基準を適
用している。 
従来の資本の部の合計に相当する

金額は、64,684百万円である。 
なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお
ける中間連結貸借対照表の純資産の
部については、改正後の中間連結財
務諸表規則により作成している。 

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 

「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準」（企業会計基準
第５号 平成17年12月９日）及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」（企
業会計基準適用指針第８号 平成17
年12月９日）が会社法施行日（平成
18年５月１日）以後終了する連結会
計年度に係る連結財務諸表から適用
されることに伴い、当連結会計年度
より当該会計基準を適用している。
従来の資本の部の合計に相当する

金額は、67,437百万円である。 
なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結
貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の連結財務諸表規則によ
り作成している。 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間において、営業外費用の「その
他」に含めて表示していた「たな卸資産評価損」（前中
間連結会計期間９百万円）及び「損害賠償金」（前中間
連結会計期間２百万円）については、営業外費用の総額
の百分の十超となったため、当中間連結会計期間より区
分掲記している。 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間において、営業外収益の「その
他」に含めて表示していた「負ののれんの償却額」（前
中間連結会計期間1百万円）については、営業外収益の
総額の百分の十超となったため、当中間連結会計期間よ
り区分掲記している。 

前中間連結会計期間において、区分掲記していた営業
外費用の「損害賠償金」（当中間連結会計期間34百万
円）については、営業外費用の総額の百分の十以下とな
ったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて
表示している。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却
額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間
より「のれん償却額」と表示している。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間において、投資活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」に含めて表示していた「定期
預金の預入による支出」（前中間連結会計期間△10百万
円）については、重要性が増したため、当中間連結会計
期間より区分掲記している。  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと
おりである。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと
おりである。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと
おりである。 

建物及び 
構築物 

5,169
(4,024

百万円 
百万円) 

機械装置及び 
運搬具 

5,953
(5,953

百万円 
百万円) 

土地 
5,574
(3,753

百万円 
百万円) 

計 
16,696
(13,731

百万円 
百万円) 

建物及び 
構築物 1,075百万円 

土地 1,820百万円 

計 2,896百万円 

建物及び 
構築物 

5,095
(3,986

百万円 
百万円)

機械装置及び 
運搬具 

5,581
(5,581

百万円 
百万円)

土地 
5,574
(3,753

百万円 
百万円)

担保付債務は次のとおりであ
る。 

担保付債務は次のとおりであ
る。 

担保付債務は次のとおりであ
る。 

短期借入金 200百万円 

長期借入金 
328
(136

百万円 
百万円) 

うち短期借入金
に含まれる１年
以内返済予定の
長期借入金 

211
(136

百万円 
百万円) 

計 
528
(136

百万円 
百万円) 

短期借入金 150百万円 

長期借入金 200百万円 

うち短期借入金
に含まれる１年
以内返済予定の
長期借入金 

66百万円 

計 350百万円 

短期借入金 150百万円 

長期借入金 
319
(72

百万円 
百万円)

うち短期借入金
に含まれる１年
以内返済予定の
長期借入金 

160
(72

百万円 
百万円)

なお、（ ）の内書は財団抵当
に供している資産及び当該財団
抵当に係る債務である。 

  なお、（ ）の内書は財団抵当
に供している資産及び当該財団
抵当に係る債務である。 

  前掲のほか、下記の有形固定資
産をもって財団を組成し、根抵
当権極度額１百万円の担保に供
している。 

  

  建物及び 
構築物 

4,162百万円 

機械装置及び
運搬具 

6,292百万円 

土地 3,753百万円 

計 14,209百万円 

 

 ２ 保証債務 

次の銀行借入に対し、保証を行
っている。 

 ２ 保証債務 

次の銀行借入に対し、保証を行
っている。 

 ２ 保証債務 

次の銀行借入に対し、保証を行
っている。 

保証先 保証額 

従業員 
（厚生ローン） 

36百万円 

保証先 保証額 

従業員 
（厚生ローン）

48百万円 

保証先 保証額 

従業員 
（厚生ローン） 

38百万円 

３ 受取手形割引高 77百万円 ３ 受取手形割引高 52百万円 ３ 受取手形割引高 41百万円 

※４ その他の引当金 ※４ その他の引当金 ※４ その他の引当金 

返品調整引当金 24百万円 

売上値引引当金 38百万円 

役員賞与引当金 73百万円 

返品調整引当金 23百万円 

売上値引引当金 27百万円 

役員賞与引当金 69百万円 

返品調整引当金 33百万円 

売上値引引当金 28百万円 

役員賞与引当金 139百万円 

※５ その他の引当金 ※５ その他の引当金 ※５ その他の引当金 

役員退職慰労 
引当金 

748百万円 

特定災害防止 
引当金 

29百万円 

役員退職慰労 
引当金 

716百万円 

特定災害防止 
引当金 

39百万円 

役員退職慰労 
引当金 

820百万円 

特定災害防止 
引当金 

35百万円 

 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

※６ 中間連結会計期間末日満期手形
の会計処理については、満期日
に決済が行われたものとして処
理している。 

なお、当中間連結会計期間末日
が金融機関の休業日であったた
め、次の中間連結会計期間末日
満期手形が、中間連結会計期間
末残高から除かれている。 

※６ 中間連結会計期間末日満期手形
の会計処理については、満期日
に決済が行われたものとして処
理している。 

なお、当中間連結会計期間末日
が金融機関の休業日であったた
め、次の中間連結会計期間末日
満期手形が、中間連結会計期間
末残高から除かれている。 

※６ 連結会計年度末日満期手形の会
計処理については、満期日に決
済が行われたものとして処理し
ている。 

なお、当連結会計年度末日が金
融機関の休業日であったため、
次の連結会計年度末日満期手形
が、連結会計年度末残高から除
かれている。 

受取手形 1,048百万円 

支払手形 231百万円 

受取手形 947百万円 

支払手形 249百万円 

受取手形 1,094百万円 

支払手形 249百万円 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主
要なものは次のとおりである。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主
要なものは次のとおりである。

※１ 販売費及び一般管理費のうち主
要なものは次のとおりである。

運送費 1,355百万円 

従業員給与手当 1,597百万円 

賞与引当金 
繰入額 

583百万円 

退職給付引当金
繰入額 

168百万円 

役員賞与引当金
繰入額 

73百万円 

運送費 1,397百万円 

従業員給与手当 1,619百万円 

賞与引当金 
繰入額 

570百万円 

役員賞与引当金
繰入額 

69百万円 

退職給付引当金
繰入額 

115百万円 

役員退職慰労引
当金繰入額 

69百万円 

運送費 2,787百万円 

従業員給与手当 3,713百万円 

賞与引当金 
繰入額 

627百万円 

役員賞与引当金
繰入額 

139百万円 

退職給付引当金
繰入額 

293百万円 

――― ――― ※２ 有形固定資産売却損 

    土地 36百万円 

 ３ 当中間連結会計期間における税
金費用については、簡便法によ
り計算しているため、法人税等
調整額は「法人税、住民税及び
事業税」に含めて表示してい
る。 

 ３     同左 ――― 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

２ 配当に関する事項 

配当金支払額 

 平成18年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議している。 

普通株式の配当に関する事項 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

２ 配当に関する事項 

配当金支払額 

 平成19年５月９日に開催の取締役会において、次のとおり決議している。 

普通株式の配当に関する事項 

  
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 104,939 ― ― 104,939 

自己株式         

普通株式 4,115 5 ― 4,120 

(イ）配当金の総額 604百万円

(ロ）１株当たりの配当額 ６円

(ハ）基準日 平成18年３月31日

(ニ）効力発生日 平成18年６月29日

  
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 104,939 ― ― 104,939 

自己株式         

普通株式 4,127 10 ― 4,138 

(イ）配当金の総額 806百万円

(ロ）１株当たりの配当額 ８円

(ハ）基準日 平成19年３月31日

(ニ）効力発生日 平成19年６月11日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加12千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

２ 配当に関する事項 

① 配当金支払額 

 平成18年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議している。 

普通株式の配当に関する事項 

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 平成19年５月９日に開催の取締役会において、次のとおり決議している。 

普通株式の配当に関する事項 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当連結会計年度増加
株式数（千株） 

当連結会計年度減少
株式数（千株） 

当連結会計年度末株
式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 104,939 ― ― 104,939 

自己株式         

普通株式 4,115 12 ― 4,127 

(イ）配当金の総額 604百万円

(ロ）１株当たりの配当額 ６円

(ハ）基準日 平成18年３月31日

(ニ）効力発生日 平成18年６月29日

(イ）配当金の総額 806百万円

(ロ）配当の原資 利益剰余金

(ハ）１株当たりの配当額 ８円

(ニ）基準日 平成19年３月31日

(ホ）効力発生日 平成19年６月11日

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末
残高と中間連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関
係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末
残高と中間連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関
係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高
と連結貸借対照表に掲記されて
いる科目の金額との関係 

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日） 

現金及び 
預金勘定 

8,360百万円 

現金及び預金勘
定のうち預入期
間が３か月を超
える定期預金 

△10百万円 

現金及び 
現金同等物 
中間期末残高 

8,350百万円 

現金及び 
預金勘定 

7,197百万円

現金及び預金勘
定のうち預入期
間が３か月を超
える定期預金 

△720百万円

現金及び 
現金同等物 
中間期末残高 

6,477百万円

現金及び 
預金勘定 

10,345百万円

現金及び預金勘
定のうち預入期
間が３か月を超
える定期預金 

△10百万円

現金及び 
現金同等物 
期末残高 

10,335百万円



（リース取引関係） 

次へ 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額、減損損失累
計額相当額及び中間期末残高相当
額 

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額、減損損失累
計額相当額及び中間期末残高相当
額 

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額、減損損失累
計額相当額及び期末残高相当額 

  
工具
器具
備品 

無形
固定
資産 

その他 合計 

取得価額
相当額 

210 377 84 672百万円 

減価償却
累計額 
相当額 

109 190 44 344百万円 

減損損失
累計額 
相当額 

― ― ― ―百万円 

中間 
期末残高
相当額 

100 187 39 328百万円 

  
工具
器具
備品 

無形
固定
資産 

その他 合計 

取得価額
相当額 

126 353 75 556百万円 

減価償却
累計額 
相当額 

71 229 45 346百万円 

減損損失
累計額 
相当額 

―  ―  ― ―百万円 

中間 
期末残高
相当額 

55 124 30 209百万円 

  
工具
器具
備品 

無形
固定
資産 

その他 合計 

取得価額
相当額 

188 393 88 670百万円 

減価償却
累計額 
相当額 

113 229 51 393百万円 

減損損失
累計額 
相当額 

―   ―  ― ―百万円 

期末残高
相当額 

75 164 37 276百万円 

なお、取得価額相当額は、有形固
定資産の中間期末残高等に占める
未経過リース料中間期末残高の割
合が低いため、「支払利子込み
法」により算定している。 

なお、取得価額相当額は、有形固
定資産の中間期末残高等に占める
未経過リース料中間期末残高の割
合が低いため、「支払利子込み
法」により算定している。 

なお、取得価額相当額は、有形固
定資産の期末残高等に占める未経
過リース料期末残高の割合が低い
ため、「支払利子込み法」により
算定している。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当
額等 

(2）未経過リース料中間期末残高相当
額等 

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当
額 

未経過リース料中間期末残高相当
額 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 132百万円

１年超 196百万円

計 328百万円

１年以内 92百万円

１年超 117百万円

計 209百万円

１年以内 115百万円

１年超 161百万円

計 276百万円

なお、未経過リース料中間期末残
高相当額は、有形固定資産の中間
期末残高等に占める未経過リース
料中間期末残高の割合が低いた
め、「支払利子込み法」により算
定している。 

なお、未経過リース料中間期末残
高相当額は、有形固定資産の中間
期末残高等に占める未経過リース
料中間期末残高の割合が低いた
め、「支払利子込み法」により算
定している。 

なお、未経過リース料期末残高相
当額は、有形固定資産の期末残高
等に占める未経過リース料期末残
高の割合が低いため、「支払利子
込み法」により算定している。 

リース資産減損
勘定の残高 ―百万円 リース資産減損

勘定の残高 ―百万円 リース資産減損
勘定の残高 ―百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額及
び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額及
び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額及
び減損損失 

支払リース料 69百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 ―百万円

減価償却費相当
額 69百万円

減損損失 ―百万円

支払リース料 66百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 ―百万円

減価償却費相当
額 66百万円

減損損失 ―百万円

支払リース料 135百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 ―百万円

減価償却費相当
額 135百万円

減損損失 ―百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法によってい
る。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）計上額 

３ 有価証券の減損処理について 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

株式 4,691 12,146 7,455 6,150 13,641 7,490 5,134 12,801 7,667 

合計 4,691 12,146 7,455 6,150 13,641 7,490 5,134 12,801 7,667 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

その他有価証券       

① 非上場株式 532 525 531 

② 非上場債券 4 ― ― 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

有価証券の減損にあたっては、回復
可能性があると認められる場合を除
き、中間連結会計期間末における時価
が取得原価より50％以上下落した場合
に行うこととしている。 
また、中間連結会計期間末における

時価が取得原価より30％以上50％未満
下落した場合にも、対象銘柄の過去の
株価推移等を検討し総合的に判断した
上で、減損処理を行うこととしてい
る。 

当中間連結会計期間において、投資
有価証券について０百万円減損処理を
行っている。 
なお、有価証券の減損にあたって

は、回復可能性があると認められる場
合を除き、中間連結会計期間末におけ
る時価が取得原価より50％以上下落し
た場合に行うこととしている。 
また、中間連結会計期間末における

時価が取得原価より30％以上50％未満
下落した場合にも、対象銘柄の過去の
株価推移等を検討し総合的に判断した
上で、減損処理を行うこととしてい
る。 

有価証券の減損にあたっては、回復
可能性があると認められる場合を除
き、連結会計年度末における時価が取
得原価より50％以上下落した場合に行
うこととしている。 
また、連結会計年度末における時価

が取得原価より30％以上50％未満下落
した場合にも、対象銘柄の過去の株価
推移等を検討し総合的に判断した上
で、減損処理を行うこととしている。



（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1）通貨関連 

 （注）１ 時価の算定は、先物為替相場を使用している。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いている。 

(2）金利関連 

区分 種類 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

契約額等 
(百万円) 

契約額等
のうち１
年超 
(百万円)

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち１
年超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち１
年超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

市場取引

以外の取

引 

為替予約取

引 
                        

売建                         

米ドル 14 ― 15 △0 16 ― 16 0 7 ― 7 △0 

豪ドル 2 ― 2 △0 4  ― 4 △0 1 ― 1 △0 

ユーロ 7 ― 7 △0 8 ― 9 △0 0 ― 1 △0 

合計 24 ― 25 △1 29 ― 29 △0 10 ― 10 △0 

前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

ヘッジ会計を適用しているので、該
当事項はない。 

同左 同左 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法は、日本標準産業分類を参考に区分している。 

２ 各事業の主な製品等 

(1）化学品事業……顔料、染料、安定剤、触媒、合成樹脂、電子材料、医薬品、その他の無機及び有機化学品 

(2）その他事業……工事業（路面標示工事、土木工事）、その他の事業（不動産賃貸業） 

３ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用（653百万円）の主なものは、提出会社 
  の総務人事部等の管理部門に係る費用である。 

４ 会計処理の変更 
  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間よ 
  り「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用している。これによ 
  り、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、化学品事業が43百万円増加 
  し、営業利益が同額減少している。また、営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業 
  費用の金額が30百万円増加している。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法は、日本標準産業分類を参考に区分している。 

２ 各事業の主な製品等 

(1）化学品事業……顔料、染料、安定剤、触媒、合成樹脂、電子材料、医薬品、その他の無機及び有機化学品 

(2）その他事業……工事業（路面標示工事、土木工事）、その他の事業（不動産賃貸業） 

３ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用（719百万円）の主なものは、提出会社 
  の総務人事部等の管理部門に係る費用である。 

４ 会計処理の変更 
  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、法人税法の改正に伴 
  い、当中間連結会計期間より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法 
  に基づく減価償却の方法に変更しいる。 
  これにより従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、化学品事業が40百万 
  円、その他事業が0百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

  
化学品事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去または全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益          

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 43,958 594 44,552 ― 44,552

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
135 2 137 (137) ―

計 44,093 596 44,690 (137) 44,552

営業費用 39,236 635 39,872 512 40,384

営業利益（または営業損失） 4,857 (39) 4,817 (650) 4,167

  
化学品事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去または全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益     

売上高     

(1）外部顧客に対する売上高 47,968 691 48,660 ― 48,660

(2）セグメント間の内部売上
高または振替高 

147 9 156 (156) ―

計 48,115 701 48,817 (156) 48,660

営業費用 43,136 780 43,916 559 44,476

営業利益（または営業損失） 4,979 (78) 4,900 (716) 4,184



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）

 （注）１ 事業区分の方法は、日本標準産業分類を参考に区分している。 

２ 各事業の主な製品等 

(1）化学品事業……顔料、染料、安定剤、触媒、合成樹脂、電子材料、医薬品、その他の無機及び有機化学品 

(2）その他事業……工事業（路面標示工事、土木工事）、その他の事業（不動産賃貸業） 

３ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用（1,287百万円）の主なものは、提出会 
  社の総務人事部等の管理部門に係る費用である。 

４ 会計処理の変更 
  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員 
  賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用している。これにより、従来 
  の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、化学品事業が83百万円増加し、営業利益 
  が同額減少している。また、営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額が 
  56百万円増加している。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 全セグメント売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略している。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 全セグメント売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略している。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 全セグメント売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略している。 

  
化学品事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去または全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益     

売上高     

(1）外部顧客に対する売上高 90,383 1,997 92,380 ― 92,380

(2）セグメント間の内部売上
高または振替高 

406 9 415 (415) ―

計 90,789 2,006 92,795 (415) 92,380

営業費用 80,713 1,939 82,653 865 83,518

営業利益 10,075 67 10,142 (1,280) 8,862



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

２ 国または地域の区分の方法は地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国または地域 
東南アジア…………台湾・韓国・中国 
北米…………………アメリカ合衆国 
ヨーロッパ…………ドイツ・イタリア・ベルギー 
中近東………………イスラエル・トルコ・サウジアラビア 
その他の地域………オーストラリア 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

２ 国または地域の区分の方法は地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国または地域 
東南アジア…………韓国・台湾・中国 
北米…………………アメリカ合衆国 
ヨーロッパ…………ドイツ・イタリア・イギリス 
中近東………………イスラエル・トルコ・サウジアラビア 
その他の地域………オーストラリア 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

２ 国または地域の区分の方法は地理的近接度によっている。 

３ 各区分に属する主な国または地域 

東南アジア…………韓国・台湾・中国 

北米…………………アメリカ合衆国 

ヨーロッパ…………ドイツ・イタリア・イギリス 

中近東………………イスラエル・トルコ・サウジアラビア 

その他の地域………オーストラリア 

  東南アジア 北米 ヨーロッパ 中近東 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,672 960 554 1,257 603 6,049 

Ⅱ 連結売上高（百万円）           44,552 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

6.0 2.2 1.2 2.8 1.4 13.6 

  東南アジア 北米 ヨーロッパ 中近東 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,857 1,436 481 1,476 746 6,998 

Ⅱ 連結売上高（百万円）           48,660 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

5.9 3.0 1.0 3.0 1.5 14.4 

  東南アジア 北米 ヨーロッパ 中近東 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 5,431 2,059 1,144 2,404 1,119 12,159 

Ⅱ 連結売上高（百万円）           92,380 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

5.9 2.2 1.2 2.6 1.2 13.2 



（１株当たり情報） 

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

３ １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 641.60円

１株当たり中間純利益 21.13円

１株当たり純資産額 679.95円

１株当たり中間純利益 19.82円

１株当たり純資産額 668.94円

１株当たり当期純利益 47.12円

  
前中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額 
（百万円） 

72,120 76,126 74,899 

純資産の部の合計額から
控除する金額（百万円） 

7,435 7,587 7,462 

（うち少数株主持分） (7,435) (7,587) (7,462)

普通株式に係る中間期末
（期末）の純資産額（百
万円） 

64,685 68,539 67,437 

１株当たり純資産額の算
定に用いられた中間期末
（期末）の普通株式の数
（千株） 

100,818 100,801 100,811 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益 
（百万円） 

2,130 1,998 4,750 

普通株主に帰属しない金
額（百万円） 

― ― ― 

普通株式に係る中間（当
期）純利益（百万円） 

2,130 1,998 4,750 

普通株式の期中平均株式
数（千株） 

100,821 100,806 100,817 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

――― 当社は平成19年11月22日開催の取
締役会において、つぎのとおりべト
ナム社会主義共和国に子会社を設立
することを決議した。 

(1)設立の目的 

樹脂添加剤事業のグローバル
展開の一環として、塩ビ安定
剤等を製造・販売する子会社
を設立 

(2)設立する会社の概要 

① 名称：SAKAI CHEMICAL  
     (VIETNAM) Co.,Ltd. 

② 事業内容:化学工業製品の製 
      造ならびに販売 

③ 資本金：1,500千ＵＳ＄ 

④ 出資比率：当社100％ 

⑤ 総投資額：11,000千ＵＳ＄ 

(3)設立時期 

平成19年12月（予定） 

(4)操業開始時期 

平成20年11月（予定） 

――― 



(2）【その他】 

 該当事項なし。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   1,587   1,337 2,496   

２ 受取手形 ※３ 2,998   2,891 3,133   

３ 売掛金   16,274   17,740 16,819   

４ たな卸資産   7,532   8,333 8,145   

５ その他   800   2,082 935   

６ 貸倒引当金   △17   △22 △21   

流動資産合計     29,175 39.1 32,364 40.0   31,510 40.1

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 
※１ 
※２ 

        

(1）建物   5,730   6,012 5,644   

(2）機械及び装置   7,132   7,237 6,769   

(3）土地   10,266   10,294 10,228   

(4）その他   2,422   3,601 3,839   

有形固定資産合計   25,552   27,144 26,480   

２ 無形固定資産   25   39 26   

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   11,826   13,388 12,490   

(2）関係会社株式   5,294   5,305 5,297   

(3）繰延税金資産   1,884   ― 1,736   

(4）その他   943   2,740 978   

投資その他の 
資産合計 

  19,949   21,434 20,503   

固定資産合計     45,527 60.9 48,618 60.0   47,010 59.9

資産合計     74,703 100.0 80,983 100.0   78,520 100.0

            

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   5,913   5,964 6,354   

２ 短期借入金 ※２ 6,112   8,482 5,126   

３ 未払法人税等   1,061   ― 1,550   

４ 賞与引当金   662   708 673   

５ 役員賞与引当金   30   28 56   

６ その他 ※４ 3,151   5,074 4,278   

流動負債合計     16,930 22.6 20,258 25.0   18,040 23.0

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金 ※２ 1,020   1,492 1,834   

２ 退職給付引当金   3,897   3,787 3,846   

３ その他の引当金   440   485 476   

固定負債合計     5,358 7.2 5,765 7.1   6,157 7.8

負債合計     22,289 29.8 26,023 32.1   24,197 30.8

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     21,838 29.2 21,838 27.0   21,838 27.8

２ 資本剰余金           

(1）資本準備金   16,311   16,311 16,311   

(2）その他資本剰余金   3,000   3,000 3,000   

資本剰余金合計     19,311 25.9 19,311 23.8   19,311 24.6

３ 利益剰余金           

(1）利益準備金   864   864 864   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金   5,520   7,020 5,520   

繰越利益剰余金   2,549   3,538 4,330   

利益剰余金合計     8,933 12.0 11,422 14.1   10,714 13.7

４ 自己株式     △1,791 △2.4 △1,805 △2.2   △1,796 △2.3

株主資本合計     48,292 64.7 50,767 62.7   50,068 63.8

Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券評価
差額金 

    4,121 5.5 4,191 5.2   4,254 5.4

評価・換算差額等合計     4,121 5.5 4,191 5.2   4,254 5.4

純資産合計     52,414 70.2 54,959 67.9   54,322 69.2

負債純資産合計     74,703 100.0 80,983 100.0   78,520 100.0

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     24,076 100.0 26,448 100.0   50,082 100.0 

Ⅱ 売上原価     18,637 77.4 20,941 79.2   38,505 76.9

売上総利益     5,439 22.6 5,507 20.8   11,576 23.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費     3,015 12.5 3,126 11.8   6,038 12.0

営業利益     2,423 10.1 2,380 9.0   5,537 11.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   346 1.4 366 1.4   617 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   137 0.6 276 1.1   508 1.0

経常利益     2,633 10.9 2,470 9.3   5,646 11.3

Ⅵ 特別損失 ※３   54 0.2 65 0.2   200 0.4

税引前中間（当期）
純利益 

    2,578 10.7 2,404 9.1   5,445 10.9

法人税、住民税及び
事業税 

  954   890 2,128   

法人税等調整額   ― 954 4.0 ― 890 3.4 △88 2,040 4.1

中間（当期）純利益     1,624 6.7 1,514 5.7   3,405 6.8

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 

剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 

別途 
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

21,838 16,311 3,000 19,311 864 4,020 3,080 7,964 △1,788 47,326 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― ― △604 △604 ― △604 

役員賞与金（注） ― ― ― ― ― ― △51 △51 ― △51 

別途積立金の積立て（注） ― ― ― ― ― 1,500 △1,500 ― ― ― 

中間純利益 ― ― ― ― ― ― 1,624 1,624 ― 1,624 

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △3 △3 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計
(百万円) 

― ― ― ― ― 1,500 △531 968 △3 965 

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

21,838 16,311 3,000 19,311 864 5,520 2,549 8,933 △1,791 48,292 

  

評価・ 
換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

5,342 52,669 

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注） ― △604 

役員賞与金（注） ― △51 

別途積立金の積立て（注） ― ― 

中間純利益 ― 1,624 

自己株式の取得 ― △3 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△1,221 △1,221 

中間会計期間中の変動額合計
(百万円) 

△1,221 △255 

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

4,121 52,414 



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 

剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 

別途 
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

21,838 16,311 3,000 19,311 864 5,520 4,330 10,714 △1,796 50,068

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △806 △806 ― △806

別途積立金の積立て ― ― ― ― ― 1,500 △1,500 ― ― ―

中間純利益 ― ― ― ― ― ― 1,514 1,514 ― 1,514

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △9 △9

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計
(百万円) 

― ― ― ― ― 1,500 △791 708 △9 699

平成19年９月30日残高 
（百万円） 

21,838 16,311 3,000 19,311 864 7,020 3,538 11,422 △1,805 50,767

  

評価・ 
換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

4,254 54,322

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当 ― △806

別途積立金の積立て ― ―

中間純利益 ― 1,514

自己株式の取得 ― △9

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△62 △62

中間会計期間中の変動額合計
(百万円) 

△62 636

平成19年９月30日残高 
（百万円） 

4,191 54,959



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 

剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 

剰余金 
合計 

別途 
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

21,838 16,311 3,000 19,311 864 4,020 3,080 7,964 △1,788 47,326

事業年度中の変動額       

剰余金の配当（注） ― ― ― ― ― ― △604 △604 ― △604

役員賞与金（注） ― ― ― ― ― ― △51 △51 ― △51

別途積立金の積立て（注） ― ― ― ― ― 1,500 △1,500 ― ― ―

当期純利益 ― ― ― ― ― ― 3,405 3,405 ― 3,405

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― △7 △7

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

― ― ― ― ― 1,500 1,249 2,749 △7 2,741

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

21,838 16,311 3,000 19,311 864 5,520 4,330 10,714 △1,796 50,068

  

評価・ 
換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

5,342 52,669

事業年度中の変動額   

剰余金の配当（注） ― △604

役員賞与金（注） ― △51

別途積立金の積立て（注） ― ―

当期純利益 ― 3,405

自己株式の取得 ― △7

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

△1,088 △1,088

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△1,088 1,653

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

4,254 54,322



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

…総平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

同左 

  

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

…総平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等に
基づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により処
理し、売却原価は総平均法
により算定） 

  

  

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に基づ
く時価法（評価差額は全部
純資産直入法により処理
し、売却原価は総平均法に
より算定） 

時価のないもの 

…総平均法による原価法 

  

  

時価のないもの 

…総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

総平均法に基づく低価法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産…定率法 

ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物（建物附属設備
を除く）については定額法によ
っている。 

なお、主な耐用年数は以下のと
おりである。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産…定率法 

ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物（建物附属設備
を除く）については定額法によ
っている。 

なお、主な耐用年数は以下のと
おりである。  

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産…定率法 

ただし、平成10年４月１日以降
に取得した建物（建物附属設備
を除く）については定額法によ
っている。 

なお、主な耐用年数は以下のと
おりである。 

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び 
車両運搬具 

２～15年

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び 
車両運搬具 

２～15年

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び 
車両運搬具 

２～15年

  

  

（追加情報） 

法人税法改正に伴い、平成19年
３月31日以前に取得した資産に
ついては、改正前の法人税法に
基づく減価償却の方法の適用に
より取得価額の５％に到達した
事業年度の翌事業年度より、取
得価額の５％相当額と備忘価額
との差額を５年間にわたり均等
償却し、減価償却費に含めて計
上している。 
これにより前中間会計期間と同
一の基準を適用した場合に比べ
て、売上原価が114百万円、販
売費及び一般管理費が14百万円
増加し、営業利益、経常利益及
び税引前中間純利益がそれぞれ
129百万円減少している。 

  

  

(2）無形固定資産…定額法 

なお、自社利用のソフトウェア
については、社内における利用
可能期間（主として５年）に基
づく定額法を採用している。 

(2）無形固定資産…定額法 

同左 

(2）無形固定資産…定額法 

同左 

(3）長期前払費用…均等償却 (3）長期前払費用…均等償却 (3）長期前払費用…均等償却 

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え
るため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に
回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上している。 

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

(2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の
支出に充てるため、賞与支給見
込額に基づき計上している。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

(3）役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備え
るため、当期末における支給見
込額に基づき、当中間会計期間
末において発生していると認め
られる額を計上している。 

(3）役員賞与引当金 

同左 

(3）役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備え
るため、当期末における支給見
込額に基づき計上している。 

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた
め、当期末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づ
き、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を
計上している。 

数理計算上の差異は、各事業年
度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年
数（５年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度から費用処理すること
としている。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた
め、当期末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づ
き計上している。 

数理計算上の差異は、各事業年
度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年
数（５年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度から費用処理すること
としている。 

４ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっている。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処
理の要件を満たしているので特
例処理を採用している。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象…変動金利借入金     

(3）ヘッジ方針 

ヘッジ対象に係る金利変動リス
クは変動金利借入金の一部につ
いて、ヘッジしている。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(4）ヘッジ有効性の評価方法 

金利スワップは、契約締結時に
リスク管理方針に従って、同一
金額で同一期日の金利スワップ
をそれぞれの変動金利借入金に
振当てているため、その後の市
場金利の変動による相関関係は
完全に確保されているので、当
中間会計期間末における有効性
の評価を省略している。 

(4）ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性の評価方法 

金利スワップは、契約締結時に
リスク管理方針に従って、同一
金額で同一期日の金利スワップ
をそれぞれの変動金利借入金に
振当てているため、その後の市
場金利の変動による相関関係は
完全に確保されているので、当
期末における有効性の評価を省
略している。 

６ その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処
理は、税抜方式によっている。 

６ その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

６ その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（役員賞与引当金に関する会計基準） 
「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成17年11
月29日）が会社法施行日（平成18年
５月１日）以後終了する事業年度の
中間会計期間から適用されることに
伴い、当中間会計期間より当該会計
基準を適用している。これにより前
事業年度と同一の基準を適用した場
合に比べて、販売費及び一般管理費
が30百万円増加し、営業利益、経常
利益及び税引前中間純利益がそれぞ
れ同額減少している。 

（固定資産の減価償却の方法） 
法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降
に取得した有形固定資産について、
改正後の法人税法に基づく減価償却
の方法に変更している。 
これにより前中間会計期間と同一

の基準を適用した場合に比べて、売
上原価が29百万円、販売費及び一般
管理費が3百万円増加し、営業利
益、経常利益及び税引前中間純利益
がそれぞれ33百万円減少している。

（役員賞与引当金に関する会計基準）
「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号 平成17年11
月29日）が会社法施行日（平成18年
５月１日）以後終了する事業年度か
ら適用されることに伴い、当期より
当該会計基準を適用している。これ
により前期と同一の基準を適用した
場合に比べて、販売費及び一般管理
費が56百万円増加し、営業利益、経
常利益及び税引前当期純利益がそれ
ぞれ同額減少している。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 

「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準」（企業会計基準
第５号 平成17年12月９日）及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」（企
業会計基準適用指針第８号 平成17
年12月９日）が会社法施行日（平成
18年５月１日）以後終了する中間会
計期間に係る中間財務諸表から適用
されることに伴い、当中間会計期間
より当該会計基準を適用している。 
従来の資本の部の合計に相当する

金額は、52,414百万円である。 
なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中
間貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の中間財務諸表等規則に
より作成している。 

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 

「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準」（企業会計基準
第５号 平成17年12月９日）及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」（企
業会計基準適用指針第８号 平成17
年12月９日）が会社法施行日（平成
18年５月１日）以後終了する事業年
度に係る財務諸表から適用されるこ
とに伴い、当期より当該会計基準を
適用している。 
従来の資本の部の合計に相当する

金額は、54,322百万円である。 
なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当期における貸借対照表の純資
産の部については、改正後の財務諸
表等規則により作成している。 

  

  

  

  

    

  

  

  

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

  

――― 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間において、区分掲記していた投資その
他の資産の「繰延税金資産」（当中間会計期間1,780百
万円）については、資産の総額の百分の五以下となった
ため、当中間会計期間より「その他」に含めて表示して
いる。 

前中間会計期間において、区分掲記していた流動負債
の「未払法人税等」（当中間会計期間1,017百万円）に
ついては、負債純資産の総額の百分の五以下となったた
め、当中間会計期間より「その他」に含めて表示してい
る。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産 ※１ 有形固定資産 ※１ 有形固定資産 

減価償却累計額     

  60,898百万円 

減価償却累計額    

  62,714百万円

減価償却累計額     

  61,980百万円

※２ 担保に供している資産 

有形固定資産のうち 

※２ 担保に供している資産 

有形固定資産のうち 

※２ 担保に供している資産 

有形固定資産のうち 

建物 3,739百万円 

機械及び装置 5,953百万円 

土地 3,753百万円 

その他の 
有形固定資産 284百万円 

計 13,731百万円 

建物  3,858百万円

機械及び装置 6,292百万円

土地  3,753百万円

その他の 
有形固定資産 304百万円

計 14,209百万円

建物  3,710百万円

機械及び装置 5,581百万円

土地 3,753百万円

その他の 
有形固定資産 276百万円

計 13,322百万円

をもって財団を組成し、長期借
入金（１年以内返済予定の長期
借入金を含む）136百万円の担
保に供している。 

をもって財団を組成し、根抵当
権極度額１百万円の担保に供し
ている。 

をもって財団を組成し、長期借
入金（１年以内返済予定の長期
借入金72百万円を含む）72百万
円の担保に供している。 

※３ 中間会計期間末日満期手形の会
計処理については、満期日に決
済が行われたものとして処理し
ている。 

なお、当中間会計期間末日が金
融機関の休業日であったため、
次の中間会計期間末日満期手形
が、中間会計期間末残高から除
かれている。 

※３ 中間会計期間末日満期手形の会
計処理については、満期日に決
済が行われたものとして処理し
ている。 

なお、当中間会計期間末日が金
融機関の休業日であったため、
次の中間会計期間末日満期手形
が、中間会計期間末残高から除
かれている。 

※３ 期末日満期手形の会計処理につ
いては、満期日に決済が行われ
たものとして処理している。 

なお、当期末日が金融機関の休
業日であったため、次の期末日
満期手形が、当期末残高から除
かれている。  

受取手形 475百万円 受取手形 381百万円 受取手形 508百万円

※４ 未払消費税等 

仮払消費税等及び仮受消費税等
は相殺のうえ、流動負債「その
他」に含めて表示している。 

※４ 未払消費税等 

同左 

――― 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の増加12千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取配当金 274百万円 受取配当金 318百万円 受取配当金 320百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 41百万円 支払利息 65百万円 支払利息 89百万円

※３ 特別損失の内訳 ※３ 特別損失のうち主要なもの ※３ 特別損失の内訳 

固定資産除却損 54百万円 固定資産除却損 64百万円 固定資産除却損 162百万円

固定資産売却損 38百万円

 ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額  ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,126百万円 

無形固定資産 3百万円 

有形固定資産 1,356百万円

無形固定資産 3百万円

有形固定資産 2,432百万円

無形固定資産 7百万円

 ５ 当中間会計期間における税金費
用については、簡便法により計
算しているため、法人税等調整
額は「法人税、住民税及び事業
税」に含めて表示している。 

  ５     同左 
  

 ――― 

  
前事業年度末 

株式数（千株） 

当中間会計期間 

増加株式数（千株） 

当中間会計期間 

減少株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

自己株式         

普通株式 4,115 5 ― 4,120 

  
前事業年度末 

株式数（千株） 

当中間会計期間 

増加株式数（千株） 

当中間会計期間 

減少株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

自己株式         

普通株式 4,127 10 ―  4,138 

  
前事業年度末 

株式数（千株） 

当事業年度 

増加株式数（千株） 

当事業年度 

減少株式数（千株） 

当事業年度末 

株式数（千株） 

自己株式         

普通株式 4,115 12 ―  4,127 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額、減損損失累
計額相当額及び中間期末残高相当
額 

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額、減損損失累
計額相当額及び中間期末残高相当
額 

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減
価償却累計額相当額、減損損失累
計額相当額及び期末残高相当額 

  工具器具備品等 

取得価額 
相当額 

233百万円 

減価償却 
累計額相当額 

131百万円 

減損損失 
累計額相当額 

―百万円 

中間期末 
残高相当額 

102百万円 

  工具器具備品等 

取得価額 
相当額 

118百万円 

減価償却 
累計額相当額 

58百万円 

減損損失 
累計額相当額 

―百万円 

中間期末 
残高相当額 

60百万円 

  工具器具備品等 

取得価額 
相当額 

216百万円 

減価償却 
累計額相当額 

135百万円 

減損損失 
累計額相当額 

―百万円 

期末残高 
相当額 

80百万円 

なお、取得価額相当額は、有形固
定資産の中間期末残高等に占める
未経過リース料中間期末残高の割
合が低いため、「支払利子込み
法」により算定している。 

なお、取得価額相当額は、有形固
定資産の中間期末残高等に占める
未経過リース料中間期末残高の割
合が低いため、「支払利子込み
法」により算定している。 

なお、取得価額相当額は、有形固
定資産の期末残高等に占める未経
過リース料期末残高の割合が低い
ため、「支払利子込み法」により
算定している。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当
額等 

(2）未経過リース料中間期末残高相当
額等 

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当
額 

未経過リース料中間期末残高相当
額 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 42百万円

１年超 60百万円

計 102百万円

１年以内 21百万円

１年超 38百万円

計 60百万円

１年以内 31百万円

１年超 49百万円

計 80百万円

なお、未経過リース料中間期末残
高相当額は、有形固定資産の中間
期末残高等に占める未経過リース
料中間期末残高の割合が低いた
め、「支払利子込み法」により算
定している。 

なお、未経過リース料中間期末残
高相当額は、有形固定資産の中間
期末残高等に占める未経過リース
料中間期末残高の割合が低いた
め、「支払利子込み法」により算
定している。 

なお、未経過リース料期末残高相
当額は、有形固定資産の期末残高
等に占める未経過リース料期末残
高の割合が低いため、「支払利子
込み法」により算定している。 

リース資産減損
勘定の残高 

―百万円
リース資産減損
勘定の残高 

―百万円
リース資産減損
勘定の残高 

―百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額及
び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額及
び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当額及
び減損損失 

支払リース料 22百万円

リース資産減損勘定
の取崩額 

―百万円

減価償却費相当額 22百万円

減損損失 ―百万円

支払リース料 20百万円

リース資産減損勘定
の取崩額 

―百万円

減価償却費相当額 20百万円

減損損失 ―百万円

支払リース料 43百万円

リース資産減損勘定
の取崩額 

―百万円

減価償却費相当額 43百万円

減損損失 ―百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法によってい
る。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

区分 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

中間貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

中間貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表
計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

子会社株式 2,710 4,062 1,351 2,710 3,466 755 2,710 3,810 1,099 



(2）【その他】 

 該当事項なし。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第112期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 平成19年６月28日関東財務局長に提出 

(2) 臨時報告書 

 平成19年５月22日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書である。 

(3) 訂正報告書 

 平成19年10月５日関東財務局長に提出 

 事業年度（第112期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

る。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項なし。 



  独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月15日

堺化学工業株式会社    

  取締役会 御中  

  ナニワ監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 小  河  義  夫  ㊞ 

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 馬  塲  泰  德  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている堺化学

工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、堺化学工業株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が中間連結財務諸表に添付する形で別途保管している。 



  独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月17日

堺化学工業株式会社    

  取締役会 御中  

  大阪監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 小  河  義  夫  ㊞ 

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 馬  塲  泰  德  ㊞ 

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 中  瀬    守   ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる堺化学工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、堺化学工業株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が中間連結財務諸表に添付する形で別途保管している。 



  独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月15日

堺化学工業株式会社    

  取締役会 御中  

  ナニワ監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 小  河  義  夫  ㊞ 

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 馬  塲  泰  德  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている堺化学

工業株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第112期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、堺化学工業株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が中間財務諸表に添付する形で別途保管している。 



  独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月17日

堺化学工業株式会社    

  取締役会 御中  

  大阪監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 小  河  義  夫  ㊞ 

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 馬  塲  泰  德  ㊞ 

 
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 中  瀬    守   ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる堺化学工業株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第113期事業年度の中間会計期間（平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資

本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、堺化学工業株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月

１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が中間財務諸表に添付する形で別途保管している。 
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